
森林経営計画認定の事務処理に関するフローチャート

認定請求者 認定者

①計画作成，変更（茨城森
林クラウドによる森林経営
計画作成様式）

②認定請求※
・紙申請
・森林クラウドで登録処理

⑤計画実行

③審査

④認定
・紙認定
・森林クラウドで認定処理

補正指導

補正

⑥伐採等の届出※
・紙申請
・森林クラウドで登録処理

⑦審査・受付

⑧受理
・紙受理
・森林クラウドで受理処理

補正指導

補正

※必要に応じて，事前相談

※必要に応じて，事前相談

注意事項

・認定請求者は，認定請求と，それに係る伐採等の届出は，紙の提出に加え，クラウドの
登録を行う。

・認定者は，認定請求に対し，紙による審査，認定を行うとともに，クラウドに登録された計
画の確認と認定処理を行う。
・認定者は伐採等の届出をもとに，実行状況の確認し，必要に応じて指導等行う。


